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衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
自
動
車
運
転
過
失
致
死
罪
並
び
に
危
険
運
転
致
死
罪
が
成
立
す
る
要
件
等
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

自
動
車
の
運
転
上
必
要
な
注
意
を
怠
り
、
よ
っ
て
人
を
死
亡
さ
せ
た
者
に
つ
い
て
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十

五
号
）
第
二
百
十
一
条
第
二
項
の
自
動
車
運
転
過
失
致
死
罪
が
成
立
し
得
る
。

二
に
つ
い
て

ア
ル
コ
ー
ル
若
し
く
は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
、
よ
っ
て
人
を
死
亡
さ

せ
た
者
、
そ
の
進
行
を
制
御
す
る
こ
と
が
困
難
な
高
速
度
で
、
若
し
く
は
そ
の
進
行
を
制
御
す
る
技
能
を
有
し
な
い
で
自
動

車
を
走
行
さ
せ
、
よ
っ
て
人
を
死
亡
さ
せ
た
者
、
人
若
し
く
は
車
の
通
行
を
妨
害
す
る
目
的
で
、
走
行
中
の
自
動
車
の
直
前

に
進
入
し
、
そ
の
他
通
行
中
の
人
若
し
く
は
車
に
著
し
く
接
近
し
、
か
つ
、
重
大
な
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
速
度
で
自

動
車
を
運
転
し
、
よ
っ
て
人
を
死
亡
さ
せ
た
者
又
は
赤
色
信
号
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
信
号
を
殊
更
に
無
視
し
、
か
つ
、

重
大
な
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
速
度
で
自
動
車
を
運
転
し
、
よ
っ
て
人
を
死
亡
さ
せ
た
者
に
つ
い
て
は
、
刑
法
第
二
百

八
条
の
二
の
危
険
運
転
致
死
罪
が
成
立
し
得
る
。

一



三
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
名
古
屋
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
、
道
路
交
通
法
違
反
（
無
免
許
運
転
並
び
に
交
通
事
故
の

場
合
の
救
護
義
務
違
反
及
び
報
告
義
務
違
反
）
及
び
自
動
車
運
転
過
失
致
死
罪
に
よ
り
起
訴
し
、
そ
の
後
、
道
路
交
通
法
違

反
（
酒
気
帯
び
運
転
）
、
道
路
運
送
車
両
法
違
反
及
び
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
違
反
の
各
事
実
を
追
加
す
る
訴
因
及
び
罰

条
の
変
更
が
許
可
さ
れ
、
現
在
公
判
係
属
中
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
余
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的

な
事
件
に
お
け
る
証
拠
の
内
容
や
捜
査
機
関
の
活
動
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

な
お
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
検
察
当
局
に
お
い
て
は
、
法
と
証
拠
に
基
づ
い
て
適
正
な
捜
査
・
公
判
活
動
を

行
う
と
と
も
に
、
被
害
者
の
御
遺
族
に
対
し
て
は
、
そ
の
心
情
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
対
応
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二


